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令和５年度工事監査の結果報告について 

 

 地方自治法第１９９条第１項及び第４項の規定に基づき、令和５年度の工事監査を実施しま

したので、同条第９項の規定により、その結果に関する報告を提出します。 
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１ 監査の基準 

この監査は、八代市監査基準（令和２年八代市監査委員告示第１号）に準拠して実施した。 

 

２ 監査の種類 

地方自治法第１９９条第１項及び第４項の規定に基づく工事に係る定期監査 

 

３ 監査の対象 

監査の対象として、次に掲げる工事を選定した。 

 

（１）令和５年度 営工 第４４号  

         八竜小学校・第六中学校 体育館冷暖房設備設置機械設備工事 

 工事担当課 営繕課 

 事業担当課 危機管理課 

 工 事 場 所 八代市坂本町荒瀬６５４４（八竜小学校） 

八代市水島町２０６５－４（第六中学校） 

 契 約 金 額 ４７，７４０，０００円（税込） 

 受 注 者 株式会社 ユーテックス 

 工 期 令和５年８月３０日～令和６年３月１５日 

（２）令和５年度 営工 第１５号  

八竜小学校・第六中学校 体育館冷暖房設備設置電気設備工事 

 工事担当課 営繕課 

 事業担当課 危機管理課 

 工 事 場 所 八代市坂本町荒瀬６５４４（八竜小学校） 

八代市水島町２０６５－４（第六中学校） 

 契 約 金 額 ２９，９２０，０００円（税込） 

 受 注 者 ユーテックス・ワコー電設 建設工事共同企業体 

 工 期 令和５年７月１１日～令和６年２月２８日 

（３）令和５年度 営工 第４５号  

松高小学校・第二中学校 体育館冷暖房設備設置機械設備工事 

 工事担当課 営繕課 

 事業担当課 危機管理課 

 工 事 場 所 八代市永碇町８２８－１（松高小学校） 

八代市上日置町２２４８－１（第二中学校） 

 契 約 金 額 ５２，８００，０００円（税込） 

 受 注 者 東設備工業 株式会社 

 工 期 令和５年８月３１日～令和６年３月１５日 
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（４）令和５年度 営工 第１７号  

松高小学校・第二中学校 体育館冷暖房設備設置電気設備工事 

 工事担当課 営繕課 

 事業担当課 危機管理課 

 工 事 場 所 八代市永碇町８２８－１（松高小学校） 

        八代市上日置町２２４８－１（第二中学校） 

 契 約 金 額 １６，９４０，０００円（税込） 

 受 注 者 株式会社 八光電業 

 工 期 令和５年７月１１日～令和６年２月２８日 

 

４ 監査の着眼点 

当該工事に係る計画、設計、積算、契約、施工等が関係法令等に基づいて、適法かつ効率

的に行われているか、また、工事が現場の状況に適合した施工で安全性に十分配慮されてい

るか、さらに、経済的に妥当であるかを主な着眼点として実施した。 

 

５ 監査の実施内容 

（１）監査の方法 

事前に当該工事の関係書類の提出を求め、予備調査を行うとともに、担当責任者等から説

明を受けた。また、当該工事の現場に赴き、工事の施工状況、安全管理状況等の視察を行っ

た。 

なお、当該監査については、工事技術に関する専門的知識を必要とするため、「特定非営利

活動法人 西日本建設技術ネット」と業務委託契約を締結し、専門家（技術士等）から専門

的立場による助言及び提案を受けた。 

 

（２）監査の期間 

令和５年１１月１４日から令和６年３月１５日まで 

 

６ 監査の実施場所及び日程 

（１）書類審査 

八代市役所本庁３０１会議室 

 

（２）現地調査 

当該工事の各現場（八代市水島町、八代市永碇町） 

 

（３）実施日程 

令和５年１１月１４日 
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７ 監査の結果 

当該工事の計画、設計、積算、契約、施工等に関しては、重大な不具合もなく、おおむね適

正に行われていた。 

なお、詳細については、別添の「令和５年度 熊本県八代市 工事監査技術調査結果報告書」

を参考にしていただきたい。 

 

８ まとめ 

今回の工事監査は、避難施設の拠点となる学校体育館への冷暖房設備設置に係る機械設

備及び電気設備の工事について、経験豊富な技術士等による建設的な助言や提案を受け、対

象工事の計画、設計、積算、契約、施工等の適法性の確保とコストの縮減による効率性向上、

また職員の技術水準の維持向上を図ることを主な目的として実施した。 

その結果、当該工事はおおむね適正に行われていると認められた。これは、工事を担当す

る職員が日々職務に精励された努力の成果である。 

 

当該工事においては、空調機器として大風量スポットエアコンが採用されている。これ

は、競争性の確保に配意しつつ、基本設計方針を基に機器の比較検討を行った結果、機種は

限定されることとなったものの、採用機種が最適として選定されたものである。 

今後の類似の発注案件においても、競争性の確保に十分に配意しつつ、採用する機器の比

較検討を適切に行っていただきたい。 

 

公共工事においては、事業の実施に伴う多様かつ固有の条件やリスクに適正に対応でき

るよう高いレベルの知識や経験が要求される。 

今後は、当該工事担当者だけでなく、課内で広く情報共有を図り、職員全体の技術水準の

向上につなげるとともに、本市発注の公共工事の品質確保、良質な社会資本の整備を通じて、

豊かな市民生活の実現及びその安全の確保、環境の保全、自立的で個性豊かな地域社会の形

成等に寄与することを期待するものである。 
























